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は じ め に 
 

 

今日の私達を取り巻く環境問題は、廃棄物問題など地域的な問題から、地球温暖

化や生物多様性の喪失など地球規模の問題にまで拡大し、深刻化しています。 

このような環境問題を解決していくためには、従来の大量生産・大量消費・大量

廃棄型の社会経済活動や生活様式を見直し、環境への負荷を低減し、安全・安心な

生活が営める持続可能な資源循環型社会を構築し、さらには、多様な自然環境の保

全など、人と自然との新しい共生関係を確保し、豊かな丸亀市の自然環境を健全な

状態で次世代へ継承していく必要があります。 

このような中、丸亀市では、平成１９年３月２８日に「丸亀市環境基本計画」を

策定しました。この基本計画の施策体系にそって本市の環境保全への取り組みや公

害の現状などについて報告する「まるがめの環境」は、本市の自然環境や生活環境、

施策の推進状況などを明らかにし、基本計画の目指すべき環境像である「自然と歴

史が調和し 人が輝く田園文化都市～身近な自然と歴史文化を未来に伝えるまち

をめざして～」の実現に向け、様々な施策に力を注げるようまとめております。 

本書を通じて今日の環境問題に対する理解を一層深めていただくとともに、丸亀

市の素晴らしい環境を次世代へ引き継ぐため、一人ひとりの環境保全活動への積極

的な参加と資源循環型のライフスタイルへの転換につながれば幸いです。 
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今日の私たちの豊かさは、大量生産、大量消費、大量廃棄という社会構

造や生活様式に支えられています。しかし、このような私たちの生活の営

みは、自動車の排気ガスによる大気の汚染や生活排水による川やため池の

汚濁、また、廃棄物の増加や身近な自然の減少などの環境への負荷を高め

ています。そして、このような環境問題は人類の生存基盤である地球環境

にも重大な影響を及ぼしています。 

そこで、全ての人々の自主的な参加と協調により、多様な自然、生物と

人が共に生きる快適な環境を守り、創り、育て、健全で恵み豊かな環境を

享受できる丸亀市の実現をめざすため、１市２町の合併に伴い、平成１７

年３月２２日に「丸亀市環境基本条例」を制定しました。 

また、平成１９年３月に「丸亀市環境基本条例」に基づき「丸亀市環

境基本計画」を策定し、今後この基本計画の目指す「自然と歴史が調和

し 人が輝く田園文化都市～身近な自然と歴史文化を未来に伝えるま

ちをめざして～」の実現に向けて様々な施策を進めています。 

 

 

丸亀市環境基本条例の基本理念  

１．快適な環境の保全および創造は、健全で恵み豊かな環境がす

べての市民の健康で文化的な生活に欠くことのできないもの

であることを考慮し、これを将来にわたって維持・向上させ、

かつ、現在および将来の市民がこの恵沢を享受することがで

きるように積極的に推進されなければならない。 

  

２．快適な環境の保全および創造は、環境への負荷が少なく、持

続的に発展することができる都市の実現を目的として、すべ

ての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われな

ければならない。 

 

３．地球環境の保全が人類共通の課題であるとともに市民の健康

で文化的な生活を将来にわたって確保する上で極めて重要で

あることから、すべての者は、これを自らの問題としてとら

え、快適な環境の保全および創造に積極的に貢献しなければ

ならない。 

 

 

Ⅰ. わたしたちを取り巻く環境 

 

【環境への負荷】 

人間の活動が環境に

与える悪影響。「環境

基本法」第２条第１項

において、「環境への

負荷」とは、人の活動

により環境に与えられ

る影響であって、環境

の保全上の支障の原因

となるおそれのあるも

のと定義されている。

汚染物質等が排出され

ることによるもの以外

にも、動植物等の自然

物が損なわれることに

よるもの、自然の景観

が変更されることによ

るもの、また、二酸化

炭素のように徐々に蓄

積して支障を招く可能

性のあるものも含まれ

ている。 
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1-1-1 地 勢        

 

丸亀市は、香川県のほぼ中央に位置し、昭和 63 年に開通した瀬戸大橋から西へ約５

km のところにあります。陸地部は、その姿から讃岐富士と呼ばれる飯野山、その北側

に青ノ山があり、市の最南端にあたる大高見峰、猫山、城山から北に緩やかな勾配を有

する平坦地となっていて、丸亀城のある亀山と双子山が平野部に変化を与えています。

海岸沿いには埋立地が広がり、北に瀬戸内海を望み、本島、広島を中心とした大小 11

島を数える塩飽諸島があります。 

本市の土地利用は、陸地部分の多くを農地が占めており、山林のほとんどは、市南端

地域及び塩飽諸島にあります。一方、中心市街地には商業地、その周辺に宅地が広がり、

海岸の埋立地は工業用地となっており、近年の傾向としては、南部地域における宅地開

発が進み、水田を中心とする農地の割合が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

１－１ 丸亀市の概要     

 

現 況 

 

面 積  111.79km2 

人 口  113,393人 

世帯数    48,641世帯 

 

 [人口及び世帯数： 

平成27年3月末 

住民基本台帳] 

丸 亀 市 行 政 図 
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1-1-2 気 象        

 

丸亀市は、典型的な瀬戸内海型気候で、降水量が少なく、比較的温暖で日照時間が長

いという特徴を持っています。 

多度津特別地域気象観測所（北緯 34度 16分、東経 133度 45分）での平成 26年の平

均気温は 16.2℃、平均湿度は 70％、年間降水量は 1,066.0mmで、平年値（統計期間 1981

年～2010年）は平均気温が 16.2℃、平均湿度が 67％、年間降水量が 1,068.4㎜となっ

ています。 

平成26年　気象の概要（多度津特別地域気象観測所）
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1-1-3 水 系        

 

１．ため池 

地理的に降水量が少なく、常に水不足に悩まされてきたことから、主に農業用水とし

て、多数のため池がつくられてきました。平成 26 年度の調査によると、その数は 499

ヵ所で、総貯水量は約 1110.2万 m3となっています。 

 

２．河 川 

丸亀市内を流れる河川は、いずれも流域面積が小さく、流量が少なくなっています。

主な河川としては、市の中央を流れる一級河川である土器川とその水系に属する清水川、

古子川、赤山川があります。また、西部を流れる二級河川の西汐入川、金倉川、および

その水系に属する中津川、東部には大束川及びその水系に属する中大束川、東大束川な

どがあります。 
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1-1-４ 交 通       

         

 

１．道 路 網 

丸亀市の東西方向の主要な幹線道路としては、中央部に国道11号、南部に国道32号、

臨海部にさぬき浜街道があります。また、市街地中心部を通る主要地方道高松丸亀線（県

道）があります。 

国道 11 号は、高松自動車道と並行している道路で、西は愛媛県松山市、東は徳島県

徳島市とを結ぶ、四国を半周する幹線道路となっています。 

国道 32 号は、高知県高知市と高松市を結ぶ幹線道路として、バイパスの整備が進ん

でいます。 

 

２．公共交通網 

鉄道は、市街地を東西に走るＪＲ予讃線があり、市内にある駅として、丸亀駅と讃岐

塩屋駅があります。また、南部には私鉄琴平線が通り、岡田駅と栗熊駅があります。 

バスについては、平成９年 10 月より丸亀市コミュニティバスが丸亀駅等を起終点と

して運行開始し、現在、レオマ宇多津線、丸亀東線、丸亀西線、丸亀垂水線、綾歌宇多

津線の 5路線で市内各地域を循環しています。また、島しょ部については、本島コミュ

ニティバスを平成 12年 10月、広島コミュニティバスを平成 21年 2月より運行してい

ます。海路については、丸亀港を中心に、島しょ部や岡山方面への航路が運航されてい

ます。 



- 5 - 
 

 

1-2-1 丸亀市環境基本計画の役割と位置づけ  

丸亀市環境基本計画は、丸亀市環境基本条例の理念を具体化し、環境の保

全と創造に関する施策を長期的な視野に立ち、総合的、体系的に推進してい

くために策定するものです。 

また、「丸亀市総合計画」をはじめとする環境に関連する諸計画などとの

整合性が保たれていく計画でなければなりません。 

そのため、市における環境に関する全ての施策の基本的な方向を示すとと

もに、丸亀市総合計画の基本構想、基本計画と他の分野の個別計画とをつな

ぎ、環境面から個別計画を誘導する計画として位置づけます。 

 

1-2-2 計画の目的   

○丸亀市の望ましい環境像を示します。 

○望ましい環境像の実現に向けた環境行政施策の方針を設定し、事業内容の

体系化を図ります。 

○市民・事業者・市による取り組みのための指針とします。 

○市民・事業者との連携のあり方を示します。 

○丸亀市総合計画のまちづくりの目標を、環境面から方向を示します。 

 

1-2-3 基本的視点   

〇丸亀市らしい、歴史・文化を尊重します。 

〇市民、事業者、市など、環境に関わる全ての人とのパ－トナ－シップ を 

築きます。 

〇市民、事業者に分かりやすい計画とします。 

 

1-2-4 計画の対象   

計画を構成する要素の範囲 

〇生活環境――大気質、水質、騒音・振動、悪臭、地盤沈下など 

〇自然環境――気象、地形、動物、植物、森林、河川など 

〇歴史文化環境――歴史遺産、伝統文化、芸術文化など 

〇都市環境――公園・緑地、アメニテイ施設、都市景観※など 

〇資源の循環―廃棄物、水資源、光・熱エネルギーなど 

〇地球環境――地球温暖化、オゾン層※、酸性雨※など 

 

１－２ 丸亀市環境基本計画 

【パートナーシップ】 

市民、企業、ＮＰＯ、

行政など、立場の異な

る組織や人同士が、明

確な目的のもとに、対

等な関係を結び、それ

ぞれの得意分野を生か

しながら、連携し協力

して環境保全に取り組

むこと。 

 

【アメニティ施設】 

魅力ある環境、快適

な環境、あるいは環境

の快適さ等と表現され

る。安全性、衛生性、

利便性に加え、静けさ、

のびのび歩ける空間、

身近な水辺や緑、街並

みの美しさ、歴史的た

たずまいなどの環境の

快適性を備えた生活環

境として望ましい状態

を持ち合わせた施設を

指す。 

 

【地球温暖化】 

大気中には地球から

放出される熱を逃がし

にくい二酸化炭素、メ

タン、フロン、亜酸化

窒素、一酸化二窒素な

どの温室効果ガスが含

まれている。この温室

効果ガスが増えすぎ、

宇宙空間へ放出される

熱が地表面に戻され、

地上の気温が上昇する

現象をいう。 

※ 巻末用語索引参照 
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環境要素に基づく複合的な環境項目 

  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

1-2-5 計画の期間       

丸亀市環境基本計画の計画期間は、おおむね 10年間とし、丸亀市総合計画と整合を図
りながら計画を推進する観点から、総合計画基本構想の計画期間である平成 19年度(2007

年度)から平成 28年度（2016年度）とします。 
施策の取り組みは、実効性を高め、施策の進行管理をする必要性から、丸亀市総合計画

前期基本計画の計画期間との整合を図り、平成 23年度（2011年度）を中期目標年次とし
ます。 
また、めざす環境像の実現に向けては、何世代にもわたる長期的な視野のもとに計画を

推進していくことが大切となります。そのため、丸亀市環境基本計画における望ましい環
境像や基本目標は、計画期間の 10年間を目標にすえながら、さらに、21世紀半ばを展望
したものとして位置づけます。 
なお、目標の性質上、期間を定めないものもあります。丸亀市総合計画との整合を図り

ながら適宜、計画の見直しを行います。 
 

1-2-６ 望ましい環境像     

環境像の視点及び、丸亀市環境基本条例の基本理念を踏まえ、丸亀市環境基本計画にお
ける望ましい環境像を以下に示します。 
 

 
 
 
 

1-2-７ 計画の構成       

○望ましい環境像の実現に向けて、より具体的な基本的方向、基本目標を定めます。 

○基本目標の実現に向けて、重点目標と施策の方向を定めます。 

○施策の方向の実行に向けて、市の施策、市民の行動指針、事業者の行動指針を定めます。 

○施策の方向で達成をめざす環境面での成果指標と目標値を定めます。 

○市内を６ゾーンに区分し、各地区で特に環境面で重視すべき重点的配慮事項を定めます。 

自自然然とと歴歴史史がが調調和和しし  人人がが輝輝くく田田園園文文化化都都市市  
～身近な自然と歴史文化を未来に伝えるまちをめざして～ 

 

都市環境 

資源の循環 生活環境 

歴史文化

環境 

自然環境 

市民の 

参加と協働 

地
球
環
境 
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1-2-８ 環境施策体系（環境施策体系図）   

  

 望ましい環境像の実現に向け、施策の方向を以下のとおり示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《望ましい環境像》 《基本的方向》 

 

《基本目標》 

基本目標３． 

資源を大切に使い、環境に負荷をかけない

まち  （資源の循環的な利用） 

基本目標４． 

地球の未来と環境を大切にするまち    

（地球環境の保全） 

基本目標５． 

個性ある歴史と伝統文化を伝えるまち 

（歴史文化環境の保全） 

基本目標６． 

う るお いとやすらぎのあるま ち       

（都市環境の創造） 

基本目標７． 

みんながともに考え、ともに取り組むま

ち （参加とともに行動） 

基本目標１． 

豊かな自然と身近にふれあえるまち    

（自然環境の保全） 

基本目標２． 

安心し て 健や か に 暮ら せ る ま ち       

（生活環境の保全） 

Ⅰ

．
地
球
の
未
来
を
思
い
、
多
様
な
自
然
を
尊
重
す
る 

２
．
ま
ち
の
歴
史
・文
化
を
学
び
、

未
来
に
伝
え
る 

３
．
市
民
が
つ
く
る 

自自
然然
とと
歴歴
史史
がが
調調
和和
しし  
人人
がが
輝輝
くく
田田
園園
文文
化化
都都
市市  

～
身
近
な
自
然
と
歴
史
文
化
を
未
来
に
伝
え
る
ま
ち
を
め
ざ
し
て
～ 
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①市民参加の環境保全活動の推進 
②協働の仕組みづくり 

《施策の方向》 《施策の柱》 《主な施策》 

①動植物の生息・生育環境の保全 

①里山の保全活動の推進 
②農地の保全活動の推進 
③身近な樹林の保全活動の推進 

①ふれあい親しむ水辺の創出 
②ため池の保全活動の推進 

①生活排水対策の推進 
②事業場排水対策の推進 

①節水の普及 
②水の有効利用 

①汚染物質発生源の監視 
②工場・事業者等への監視・指導 

①騒音･振動の監視・抑制 

①近隣公害防止の啓発・指導 

①ごみの減量の推進 
②リフューズ・リデュース・リユー
ス・リサイクルの推進 

③不法投棄の防止 

①自然エネルギーの活用 
②省エネルギーの推進 

①地球温暖化防止対策の推進 

②地球環境保全活動の啓発 

①歴史的景観の保全 

②歴史遺産の保存･活用 

③伝統文化の継承 

①まちの環境美化の推進 

②美しいまち並みの形成 

③緑あふれるまちの形成 

④歩きやすい快適な道の整備 

①環境教育の推進 
②環境情報の提供 

多様な自然を守り、育てます 

貴重な自然、生き物を守ります 

身近な緑や土にふれあい、恵み豊
かな環境づくりを推進します  

水辺に親しみ、恵み豊かな環境づ
くりを推進します 

魚のすめるきれいな水環境を取
り戻します 

水資源を大切にします 

さわやかな空気を確保します 

穏やかでやすらぎのある静け
さを確保します 

近隣公害を防止します 

ごみの減量とリサイクルを推進し
ます 

エネルギーを有効活用します 

地球環境にやさしい活動･行動を
します 

歴史遺産を保全・継承します 

まちの快適・良好な環境を形成し
ます 

パートナーシップ体制を推進しま
す 

環境教育・学習を推進します 

豊かな自然を守り、育て

よう 

自然とのふれあいを大切

にしよう 

安全できれいな水環境を

確保しよう 

さわやかな空気、静かな

環境、公害のない暮らし

を守ろう 

資源循環型社会を推進し

よう 

地球規模で考え行動しよ

う 

郷土の歴史や文化を守

り、育てよう 

快適に住めるまちをつく

ろう 

思いやりの心を育てよう 

①豊かな森林の保全 

②自然豊かな川と海の保全 
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1-2-９ 基本計画の目標と達成状況    

望ましい環境像の実現に向けて、基本目標に沿って施策の方向で達成をめ

ざす環境面での成果指標と目標値は以下のとおりです。 

また、本計画の進行管理は、丸亀市総合計画基本計画で掲げる成果目標の

進行管理とも整合を図りながら達成をめざすものです。 
 

１．豊かな自然と身近にふれあえるまち（自然環境の保全） 
 
 
(1) 豊かな自然を守り、育てよう 

       

 (2) 自然とのふれあいを大切にしよう 

 

 

２．安心して健やかに暮らせるまち（生活環境の保全） 
（1） 安全できれいな水環境を確保しよう 

 

成 果 指 標 

（基準値） 

5年後の目標値 

(平成23年度） 

10年後の目標値 

（平成28年度) 

実績値 

（平成26年度） 

「自然環境が保全されている」 

と感じる市民の割合 

（平成17年9月で46％）★ 

50％ 55％ 

次回のアンケー

トの結果により

公表 

成 果 指 標 

（基準値） 

5年後の目標値 

(平成23年度） 

10年後の目標値 

（平成28年度) 

実績値 

（平成2６年度） 

ふれあい環境探検隊参加者数

（145人） 
150人 160人 

〔1５０〕 

６９人 

成 果 指 標 
（基準値） 

5年後の目標値 
(平成23年度） 

10 年後の目標値 
（平成28年度) 

実績値 
（平成2６年度） 

河川のBOD環境基準達成率 
（５７．１％） 

改善向上 100％ 
7地点 

〔57.1〕 
57.1％ 

海域のCOD環境基準達成率 
（０％） 

改善向上 100％ 
9地点 

〔33.3〕 
０％ 

下水道 
普及率 

公 共 下 水 道 
（43.5％） 

48.8％ 53.0％ 
〔44.0〕 
43.9％ 

農業集落排水施設
（2.2％） 

2.9％ 3.1％ 
〔2.7〕 
2.6％ 

水洗化率 

公共下水道 
（88.5％） 

91.0％ 93.0％ 
〔95.5〕 
95.６％ 

農業集落排水施設
（75.6％） 

82.0％ 86.8％ 
〔89.1〕 
8９.５％ 

合併処理浄化槽設置補助基数
（3,210基） 

5,700基 7,800基 
〔5,996〕 
6,330基 

基準値は平成18年3月末現在の値、 

★は市民アンケート調査による把握、 

実績値上段の〔 〕書きは前年度の値 

 

【BOD】【COD】 

BOD(Biochemical 

Oxygen Demand；生物

化学的酸素要求量）と

は、水中の有機物を好

気性バクテリアが酸

化分解するのに要す

る酸素量であり、代表

的な河川の水質指標

として用いられる。

COD(Chemical Oxygen 

Demand；化学的酸素

要求量）とは、水中の

有機物を酸化剤によ

って酸化する際に消

費する酸素量であり，

代表的な海域と湖沼

の水質指標として用

いられている。ともに

値が高いほど有機物

等が多量に含まれて

おり、汚濁度が高いこ

とを示す。 

 

【農業集落排水施設】 

 農業集落における

農業用排水の水質保

全及び生活環境の改

善のために、農業振興

地域等内の農業集落

を対象として、市町や

土地改良区などが整

備する生活排水処理

施設をいう。 

 

【合併処理浄化槽】 

生活雑排水とし尿

を合わせて処理する

浄化槽をいう。公共用

水域に流れ込む汚れ

の量は、雑排水を未処

理で放流する単独処

理浄化槽と比べ 8 分

の 1 に減少させる能

力があり、下水道終末

処理施設と同程度の

処理水が望める。

2001年４月の環境省

「浄化槽法」の改正に

より単独処理浄化槽

の新設が禁止されて

いる。 
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(2) さわやかな空気、静かな環境、公害のない暮らしを守ろう 

 
 

３．資源を大切に使い、環境に負荷をかけないまち（資源の循環的な利用） 

 １．資源循環型社会を推進しよう 

 

 

４．地球の未来と環境を大切にするまち（地球環境の保全） 

１．地球規模で考え行動しよう 

＊当初900件が目標であったが、平成24年度末で達成したため、新たな目標を 

丸亀市総合計画、後期基本計画内で設定した。

成 果 指 標 
（基準値） 

5 年 後 の 
目 標 値 
(平成 23年度） 

10 年後の目標値 
（平成28年度) 

実績値 
（平成 26 年度） 

光化学オキシダントの 
環境基準達成率 

（０％） 
改善向上 100％ 

2測定局 
〔0〕 
0％ 

二酸化窒素の環境基準 
達成率 

（１００％） 
現状維持 100％ 

3測定局 
〔100〕 
100％ 

浮遊粒子状物質の環境 
基準達成率 

（１００％） 
現状維持 100％ 

3測定局 
〔100.0〕 

100％ 

環境騒
音 ※ の
環境基
準達成
率 

一般地域 
（１００％） 

改善向上 100％ 
〔100〕 
100％ 

（H21 から 5 測定局） 

道路に面する 
地域（３７．５％） 改善向上 100％ 

〔80〕 
８0％ 

（H22 から 10 測定局） 

成 果 指 標 

（基準値） 

5年後の目標値 

(平成23年度） 

10年後の目標値 

（平成28年度) 

実績値 

（平成26年度） 

資源ごみの収集率 

(ごみの総収集量に占める資源

ごみ収集量の割合)（20.4％） 

21.0％ 22.0％ 
〔１９.２〕 

１８.２％ 

成 果 指 標 

（基準値） 

5年後の目標値 

(平成23年度） 

10年後の目標値 

（平成28年度） 

実績値 

（平成26年度） 

住宅用太陽光発電システム

設置（補助） 

件数・累計 

（259件）【Ｈ19年度末】 

650件 1,250件（＊） 
  〔1,277〕 

累計  1,467件 

丸亀市役所における温室効

果ガス排出量 

（21,373,014㎏： 

二酸化炭素換算） 

20,945,553㎏ 削減目標の達成 
〔21,910,834〕Kg 

22,059,273ｋｇ 

 

【光化学オキシダント】 
大気中の窒素酸化物や

炭化水素が、太陽光線に
よって複雑な光化学反応
を起してつくられるオゾ
ン、PAN（パーオキシア
セチルナイトレート）な
どの酸化性物質の総称を
光化学オキシダントとい
い、光化学オキシダント
による大気汚染を光化学
スモッグという。特に夏
期、日ざしが強く、温度
が高く、風の弱い日に発
生しやすく、その影響は、
目がチカチカする、ノド
が痛くなるなどの人体的
影響のほか、視覚障害、
植物の葉の組織を破壊す
るなど広域にわたる。 

 

【浮遊粒子状物質】 

(Suspended particulate 

matter) SPM と略称され,

直径 10μm(1 マイクロ

メートル＝1/1000mm）

以下の空気中に浮かぶ微

粒子。環境基準では、粒

径 10μm 以下のものと

定義している。発生源は

工場のばい煙、自動車排

出ガスなどの人の活動に

伴うもののほか、自然界

由来（火山、森林火災な

ど）のものがある。有害

大気汚染物質の一つであ

り、浮遊粒子状物質は人

体の肺に達し、じん肺や

ぜんそくなどの悪影響を

及ぼす。SPMの代表的な

ものがディーゼル排気粒

子である。 
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５．個性ある歴史と伝統文化を伝えるまち（歴史文化環境の保全） 

１．郷土の歴史や文化を守り、育てよう 

 

 

 

６．うるおいとやすらぎのあるまち（都市環境の創造） 

１．快適に住めるまちをつくろう 

 

 

７．みんながともに考え、ともに取り組むまち（参加とともに行動） 

１．思いやりの心を育てよう 

 

 

 

 

 

 

 

成 果 指 標 

（基準値） 

5 年 後 の 

目 標 値 

(平成23年度） 

10年後の目標値 

（平成28年度) 

実績値 

（平成26度） 

「歴史・文化が豊かで個性

がある」と感じる人の割合 

（平成17年9月で20％）★ 

25％ 30％ 
次回のアンケート

の結果により公表 

成 果 指 標 

（基準値） 

5 年 後 の 

目 標 値 

(平成23年度） 

1 0 年 後 の 

目 標 値 

（平成 28 年度) 

実績値 

（平成 26 年度） 

「景観に配慮したまちづく

りができている」と感じる市

民の割合 

（平成17年9月で48％）★ 

55％ 60％ 
次回のアンケート

の結果により公表 

バリアフリー化された市道

の延長（2.3km） 
6.6km 11.4km 

〔2.9〕 

2.9km 

成 果 指 標 

（基準値） 

5 年 後 の 

目 標 値 

(平成23年度） 

1 0 年 後 の 

目 標 値 

（平成28年度) 

実績値 

（平成26年度） 

環境講演会参加者数 

（150人） 

180人 

（達成） 
200人 

〔190〕 

155人 

環境にやさ

しい事業所

登録数 

エコ・リーダー

まるがめ 

（15件） 

20件 

（達成） 
25件 

〔44〕 

45件 

エコ・ハート 

まるがめ 

（91件） 

100件 

（達成） 
110件 

〔127〕 

120件 

 

【バリアフリー】 

高齢者や障害者が安

全、快適に住めるよう、

床の段差をなくしたり、

廊下や浴室、階段に手す

りをつけるなど建築上

の障害を取り除くこと。

高齢者も障害者も、社会

を構成する一員として

個々の能力に応じた役

割を担いながら、共に生

きる社会の実現をめざ

すため、高齢者・障害者

を取り巻く物理的環境

や社会的偏見などのバ

リア（障壁）を除去して、

社会参加の可能性を高

めようという考え方を

いう。しかし、最近は、

能力あるいは障害のレ

ベルにかかわらず、ほと

んどの人が利用できる

ように製品、建物、空間

をデザインすることを

意味する『ユニバーサ

ル・デザイン』という考

え方が提唱されている。 

 

【環境にやさしい事業

所登録制度】 

丸亀市が実施する制

度で、事業所が自主的に

環境に配慮した事業活

動に取り組むことを促

進するためのもの。対象

は市内の事業所で、「エ

コ・ハートまるがめ」か

「エコ・リーダーまるが

め」を選択して登録す

る。     

「エコ・ハートまるが

め」は、目標を3つ以上

定め、身近なことから環

境保全に取り組むもの

である。          

「エコ・リーダーまるが

め」は、数値目標を3つ

以上定め、事業活動が環

境に与える影響などの

把握を行ったうえで、率

先して環境負荷の低減

に努めるものである。 

基準値は平成18年3月末現在の値、 

★は市民アンケート調査による把握、 

実績値上段の〔 〕書きは前年度の値 

 


